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〒105―0014　東京都港区芝３丁目23番１号　セレスティン芝三井ビルディング11階
電　話　東京03（6722）0800（大代表）　URL　https://www.s-sogo.jp/

［顧問法律事務所］弁護士法人　内田・鮫島法律事務所
〒105―0001　東京都港区虎ノ門２丁目10番１号　虎ノ門ツインビルディング東棟16階　電話（03）5561-8550（代表）　FAX（03）5561-8558　URL http://www.uslf.jp/

○ 米国パテントエージェント（合格）　　※ 付記弁理士（特定侵害訴訟代理）　　△ ニューヨーク州弁護士　　□顧問弁護士

所　長	 ○	弁理士	蔵田　昌俊	（電気・通信） 所長代行	 ※	弁理士	小出　俊實	（商標意匠・不正競争） 副所長	 	弁理士	井上　正	（電子・情報・通信）
	 □	弁護士	金子　博人	（知的財産法務） 理　事	 	弁理士	森川　元嗣	（機械） 理　事	 	弁理士	矢頭　尚之	（電子・通信）
理　事	 	弁理士	木本　直美	（意匠） 理　事	 	弁理士	大宅　郁治	（化学・バイオ・薬学） 常務顧問	 ※	弁理士	峰　　隆司	（電気・電子・通信）

常務顧問	 	弁理士	飯野　茂	（物理・計測・分析）常務顧問	 	弁理士	井関　守三	（電子・通信）常務顧問	 	弁理士	河野　直樹	（化学）
	 △※	弁理士	岡田　貴志	（商標・電子・ニューヨーク州弁護士） 	 ※	弁理士	金子　早苗	（化学） 	 	弁理士	堀内美保子	（化学・バイオ）

	 ※	弁理士	矢野ひろみ	（海外商標）	 	弁理士	永島　建治	（機械）	 ※	弁理士	幡　　茂良	（商標意匠・不正競争）
	 ※	弁理士	宮田　良子	（電気・電子） 	 	弁理士	片岡　耕作	（機械・制御） 	 	弁理士	堂前　俊介	（電気・電子）

	 ※	弁理士	角田さやか	（機械）	 	弁理士	井上　高広	（電子・半導体）	 	弁理士	鷹巣　明彦	（情報・通信・医療機器）
	 ※	弁理士	清水千恵子	（海外商標） 	 	弁理士	中丸　慶洋	（電子・情報処理） 	 	弁理士	明関　幸江	（電子・情報処理）

	 	弁理士	中村　瑠奈	（化学・バイオ）	 	弁理士	前川　春華	（国内出願・国際出願）	 ※	弁理士	橋本　良樹	（商標意匠・不正競争）

弁理士法人

−令和５年（行ケ）第10086号、令和６年６月５日判決言渡−

☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「皮膚刺激ブラシ事件」）［上］（全２回）

１．事案の概要

被告は、令和２年８月６日、発明の名称を「皮膚刺激ブラシ」とする発明について特許出願をし、令和
３年10月26日、本件特許に係る特許権の設定登録を受けた（特許第6966812号）。

原告は、令和４年５月２日、本件特許について、特許無効審判を請求した。
特許庁は、同請求を無効2022－800040号事件として審理を行った上、令和５年６月28日、「本件審判の

請求は、成り立たない。」との本件審決をし、その謄本は同年７月６日原告に送達された。
原告は、同年８月４日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。


